
尾張旭市監査公表第１８号  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき

実施した公の施設の指定管理者監査の結果を、同条第９項の規定により公表

します。  

令和５年６月３０日  

 

             尾張旭市監査委員 長谷川 博 樹  

 

 

                         尾張旭市監査委員 若 杉 たかし  

 

 

 



 

公の施設の指定管理者監査報告書 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第７項に基づく監査（公の施設の指定管理者監査） 

２ 監査の対象 

令和３年度及び令和４年度の尾張旭市施設管理協会（尾張あさひ苑指定管理者）

に対する指定管理料に係る出納その他の事務及び当該団体に関する市の事務 

３ 監査の期間 

令和５年４月２５日から令和５年５月２９日まで 

４ 監査の方法 

公の施設の管理に関する指定管理者の事務及び当該団体に関する市の事務が、関

係法令に基づき適正に執行されているか、協定等に基づき適切に行われているか等

について実施した。また、監査に当たっては、関係書類を抽出により検査するとと

もに、関係者から説明を聴取した。 

５ 監査の結果 

公の施設の管理に関する指定管理者の事務及び当該団体に関する市の事務につい

ては、おおむね適正に執行されていると認められたが、一部不適切なものが次のと

おり見受けられた。今後の事務執行等に当たっては、これらの点に留意するととも

に、必要な措置を講じられたい。 

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

６ 指摘事項（注意すべきもの 財政課） 

尾張旭市保養センター尾張あさひ苑指定管理業務仕様書において、内容の誤りや

記載漏れが散見される。正確性の確保を期するものとされたい。 

 




